
旭医大達第５７号 

令和３年６月２５日 

旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

旭川医科大学長 吉 田 晃 敏 

 

旭川医科大学学生規程の一部を改正する規程 

 

旭川医科大学学生規程（平成16年旭医大達第64号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」欄）のように改正す

る。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

第1章 総則 

第1条（略） 

第１章 総則 

第1条（略） 

第2章 入学誓約書等 第2章 入学誓約書等 

（入学誓約書，実習に伴う誓約書，連帯保証書及び学生調査書） （入学誓約書，実習に伴う誓約書，連帯保証書及び学生調査書） 

第2条 旭川医科大学（以下「本学」という。）の入学試験に合格し

た旨の通知を受けた者は，入学誓約書（別紙様式第1号の1），実

習に伴う誓約書（別紙様式第1号の2），連帯保証書（別紙様式第2

号）及び学生調査書（別紙様式第3号）を学長に提出しなければな

らない。 

第2条 旭川医科大学（以下「本学」という。）の入学試験に合格し

た旨の通知を受けた者は，入学誓約書（別紙様式第1号の1），実

習に伴う誓約書（別紙様式第1号の2），連帯保証書（別紙様式第2

号）及び学生調査書（別紙様式第3号）を学長に提出しなければな

らない。 

（連帯保証人） （連帯保証人） 

第3条 連帯保証人は本学の教育方針に協力し，保証する学生の身上

及び授業料等の納付についての責任を負うものとする。 

第3条 連帯保証人は本学の教育方針に協力し，保証する学生の身上

及び授業料等の納付についての責任を負うものとする。 

2 連帯保証人は，保証する学生が死亡又は行方不明になったとき

は，死亡診断書（死体検案書）又は理由書を付して学長に届け出

るものとする。 

2 連帯保証人は，保証する学生が死亡又は行方不明になったとき

は，死亡診断書（死体検案書）又は理由書を付して学長に届け出

るものとする。 

3 連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が住所変更若しくは改

姓等をしたときは，直ちに連帯保証書を再提出しなければならな

い。 

3 連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が住所変更若しくは改

姓等をしたときは，直ちに連帯保証人変更届（別紙様式第4号）又

は連帯保証人住所変更改姓名届（別紙様式第5号）を提出するとと



もに，あらためて連帯保証書を提出しなければならない。 

第3章 学生証 

第4条（略） 

（学生証の交付及び再交付） 

第3章 学生証 

第4条（略） 

（学生証の交付及び再交付） 

第5条 学生証の交付を受けるには，写真（3か月以内撮影の正面上

半身，脱帽，縦3センチメートル，横3センチメートル，以下第2項

において同じ。）1枚を提出しなければならない。 

第5条 学生証の交付を受けるには，写真（3か月以内撮影の正面上

半身，脱帽，縦3センチメートル，横3センチメートル，以下第2項

において同じ。）1枚を提出しなければならない。 

2 学生証の再交付が必要なときは，直ちに，学生証再交付願（別紙

様式第4号）を学長に届け出て再交付を受けなければならない。 

3（略） 

2 学生証の再交付が必要なときは，直ちに，学生証再交付願（別紙

様式第6号）を学長に届け出て再交付を受けなければならない。 

3（略） 

第6条（略） 第6条（略） 

第4章 住所変更届 第4章 住所変更届 

（住所変更の届出） （住所変更の届出） 

第7条 学生は大学に届け出た住所を変更したときは，その都度住所

変更届（別紙様式第5号）を学長に提出しなければならない。 

第7条 学生は大学に届け出た住所を変更したときは，その都度住所

変更届（別紙様式第7号）を学長に提出しなければならない。 

（身上異動の届出） （身上異動の届出） 

第8条 学生は転籍，改姓等一身上に異動があったときは，直ちに転

籍・改姓名届（別紙様式第6号）を学長に提出しなければならな

い。 

第8条 学生は転籍，改姓等一身上に異動があったときは，直ちに転

籍・改姓名届（別紙様式第8号）を学長に提出しなければならな

い。 

第5章 欠席 第5章 欠席 

（欠席） （欠席） 

第9条 学生は疾病その他の事由により欠席しようとするときは，事

前に欠席届（別紙様式第7号）を学長に提出しなければならない。

ただし，疾病による欠席が7日以上にわたるときは，医師の診断書

を添付しなければならない。 

2（略） 

第6章 健康診断 

第9条 学生は疾病その他の事由により欠席しようとするときは，事

前に欠席届（別紙様式第9号）を学長に提出しなければならない。

ただし，疾病による欠席が7日以上にわたるときは，医師の診断書

を添付しなければならない。 

2（略） 

  第6章 健康診断 

第10条（略） 第10条（略） 



第7章 休学，復学，転学及び退学 第7章 休学，復学，転学及び退学 

（休学，復学，転学及び退学） （休学，復学，転学及び退学） 

第11条 学則第26条，第28条，第29条及び第31条並びに大学院学則

第24条の規定により，休学，復学，転学又は退学の許可を受けよ

うとする者は，それぞれ休学願（別紙様式第8号），復学願（別紙

様式第9号），転学願（別紙様式第10号）又は退学願（別紙様式第

11号）に必要に応じて，医師の診断書等その事実を証する書類を

添付し，連帯保証人連署の上学長に願い出なければならない。 

第11条 学則第26条，第28条，第29条及び第31条並びに大学院学則

第24条の規定により，休学，復学，転学又は退学の許可を受けよ

うとする者は，それぞれ休学願（別紙様式第10号），復学願（別

紙様式第11号），転学願（別紙様式第12号）又は退学願（別紙様

式第13号）に必要に応じて，医師の診断書等その事実を証する書

類を添付し，連帯保証人連署の上学長に願い出なければならな

い。 

第8章 団体 第8章 団体 

（団体の設立） （団体の設立） 

第12条 学生が学内において団体を設立しようとするときは，学生

団体設立届（別紙様式第12号）を学長に提出しなければならな

い。 

第12条 学生が学内において団体を設立しようとするときは，学生

団体設立届（別紙様式第14号）を学長に提出しなければならな

い。 

2 前項の団体の存続期間は，当該団体が届け出た日の属する年度の

末日までとする。 

2 前項の団体の存続期間は，当該団体が届け出た日の属する年度の

末日までとする。 

（団体規約等の変更） （団体規約等の変更） 

第13条 前条の規定により届け出た団体（以下「届出団体」とい

う。）が，団体の規約等届出事項を変更しようとするときは，学

生団体変更届（別紙様式第13号）を学長に提出しなければならな

い。 

第13条 前条の規定により届け出た団体（以下「届出団体」とい

う。）が，団体の規約等届出事項を変更しようとするときは，学

生団体変更届（別紙様式第15号）を学長に提出しなければならな

い。 

（団体の継続） （団体の継続） 

第14条 届出団体が団体活動を継続しようとするときは，毎年4月末

日までに，学生団体継続届（別紙様式第14号）を学長に提出しな

ければならない。 

第14条 届出団体が団体活動を継続しようとするときは，毎年4月末

日までに，学生団体継続届（別紙様式第16号）を学長に提出しな

ければならない。 

2 前項の届出をしない団体は，解散したものとみなす。 2 前項の届出をしない団体は，解散したものとみなす。 

（団体の解散） （団体の解散） 

第15条 届出団体が存続期間中に解散したときは，直ちに学生団体 第15条 届出団体が存続期間中に解散したときは，直ちに学生団体



解散届（別紙様式第15号）を学長に提出しなければならない。 解散届（別紙様式第17号）を学長に提出しなければならない。 

（学外団体への加入又は参加等） （学外団体への加入又は参加等） 

第16条 届出団体が学外団体に加入又は学外の行事に参加若しくは

共催しようとするときは，学外団体加入・行事参加・行事共催届

（別紙様式第16号）を学長に提出しなければならない。 

第16条 届出団体が学外団体に加入又は学外の行事に参加若しくは

共催しようとするときは，学外団体加入・行事参加・行事共催届

（別紙様式第18号）を学長に提出しなければならない。 

2 前項の学外団体への加入の有効期限は，当該団体が届出をした日

の属する年度の末日までとする。 

2 前項の学外団体への加入の有効期限は，当該団体が届出をした日

の属する年度の末日までとする。 

（加入学外団体規約の変更） （加入学外団体規約の変更） 

第17条 加入した学外団体の規約が変更になったときは，直ちに加

入学外団体規約変更届（別紙様式第17号）を学長に提出しなけれ

ばならない。 

第17条 加入した学外団体の規約が変更になったときは，直ちに加

入学外団体規約変更届（別紙様式第19号）を学長に提出しなけれ

ばならない。 

（学外団体への加入の継続） （学外団体への加入の継続） 

第18条 届出団体が学外団体への加入を継続しようとするときは，

毎年4月末日までに学外団体加入継続届（別紙様式第18号）を学長

に提出しなければならない。 

第18条 届出団体が学外団体への加入を継続しようとするときは，

毎年4月末日までに学外団体加入継続届（別紙様式第20号）を学長

に提出しなければならない。 

2 前項の届出をしない団体は，当該学外団体から脱退したものとみ

なす。 

2 前項の届出をしない団体は，当該学外団体から脱退したものとみ

なす。 

（加入学外団体からの脱退） （加入学外団体からの脱退） 

第19条 届出団体が学外団体の加入有効期間中に当該学外団体から

脱退したときは，直ちに加入学外団体脱退届（別紙様式第19号）

を学長に提出しなければならない。 

第19条 届出団体が学外団体の加入有効期間中に当該学外団体から

脱退したときは，直ちに加入学外団体脱退届（別紙様式第21号）

を学長に提出しなければならない。 

第9章 集会等 第9章 集会等 

（集会等） （集会等） 

第20条 学生又は届出団体が学内において集会又は行事をしようと

するときは，当該日の3日前までに集会・行事届（別紙様式第20

号）を学長に提出しなければならない。 

   第10章 掲示及び印刷物の配布 

第20条 学生又は届出団体が学内において集会又は行事をしようと

するときは，当該日の3日前までに集会・行事届（別紙様式第22

号）を学長に提出しなければならない。 

   第10章 掲示及び印刷物の配布 

第21条～第22条（略） 第21条～第22条（略） 



第11章 施設・設備の使用 第11章 施設・設備の使用 

（施設・設備使用の願出） （施設・設備使用の願出） 

第23条 学生又は届出団体が本学の施設・設備を使用しようとする

ときは，あらかじめ施設・設備使用願（別紙様式第21号）を学長

に提出し，その許可を受けなければならない。 

第23条 学生又は届出団体が本学の施設・設備を使用しようとする

ときは，あらかじめ施設・設備使用願（別紙様式第23号）を学長

に提出し，その許可を受けなければならない。 

第24条（略） 

 

第24条（略） 

附 則  

この規程は，令和3年6月25日から施行し，改正後の別紙様式第2号

については，令和2年4月1日以降の入学者から適用する。 

 

 

様式第1号の1（第2条関係）（略） 

様式第1号の2（第2条関係）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第1号の1（第2条関係）（略） 

様式第1号の2（第2条関係）（略） 

  

 

 

 

 



様式第2号（第2条関係） 様式第2号（第2条関係） 

  

様式第3号（第2条関係）（略） 様式第3号（第2条関係）（略） 



（削除） 様式第4号（第3条第3項関係） 

 

 

 

 

 

 



（削除） 様式第5号（第3条第3項関係） 

 

 



様式第4号（第5条第2項関係） 様式第6号（第5条第2項関係） 

  



様式第5号（第7条関係） 

 

様式第7号（第7条関係） 

 



様式第6号（第8条関係） 様式第8号（第8条関係） 

  

 

 

 

 



様式第7号（第9条第1項関係） 様式第9号（第9条第1項関係） 

 
 



様式第8号（第11条関係） 様式第10号（第11条関係） 

  

  



様式第9号（第11条関係）

 

様式第11号（第11条関係

） 

  



様式第10号（第11条関係） 

 

様式第12号（第11条関係 

 



様式第11号（第11条関係） 様式第13号（第11条関係） 

  



様式第12号（第12条第1項関係） 様式第14号（第12条第1項関係） 

 

 



様式第13号（第13条関係） 様式第15号（第13条関係） 

 

 



様式第14号（第14条第1項関係） 様式第16号（第14条第1項関係） 

 
 



様式第15号（第15条関係） 様式第17号（第15条関係） 

 

 



様式第16号（第16条第1項関係） 様式第18号（第16条第1項関係） 

 

 



様式第17号（第17条関係） 様式第19号（第17条関係） 

 

 



様式第18号（第18条第1項関係） 様式第20号（第18条第1項関係） 

 

 



様式第19号（第19条関係） 様式第21号（第19条関係） 

 

 



様式第20号（第20条関係） 様式第22号（第20条関係） 

 

 



様式第21号（第23条関係） 様式第23号（第23条関係） 

  



  

【改正理由】 

  令和2年4月1日施行の民法改正に伴う所要の改正と共に，手続き

の簡略化を図るため所要の改正を行うものである。 

 

 


